
資料１０

河川整備基本方針の今後の策定見込み等について

平成９年１２月に河川法の一部を改正する法律が施行になり、その後、新・

たに必要になった環境についての調査、検討も行い、順次各水系の河川整

備基本方針と河川整備計画を策定してきた。

・これまで、河川整備基本方針については、当河川分科会に設置された河川

整備基本方針検討小委員会における審議と河川分科会の確認を経て、２９

水系について策定された。

・全国で同時並行で調査、検討が行われてきているため、以下のように、今

後数年で相当数の河川整備基本方針の策定が見込まれており、河川整備基

本方針検討小委員会の審議も頻繁に行っていただく必要が生じている。

・このため、河川整備基本方針検討小委員会の委員を増員していただき、円

滑な河川整備基本方針の策定を図ることとしたい。

河川整備基本方針策定の経過及び今後の予定

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19年度

25 30 35 40 10 20策定数 ６ ４ ３ ３ ７ ６ ～ ～ ～

・これにより、平成１７年度は、全国の１０９水系のうち５０％以上の

水系で河川整備基本方針を策定。

・河川法改正後、約１０年目にあたる平成１９年度までに基本的にすべて

の水系について河川整備基本方針を策定。



河川整備基本方針及び河川整備計画策定状況
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地整 水系名 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

由良川
淀川

大和川
円山川
加古川
揖保川
紀の川
新宮川

九頭竜川
北川

千代川
天神川
日野川
斐伊川
江の川
高津川
吉井川
旭川

高梁川
芦田川
太田川
小瀬川
佐波川
吉野川
那賀川
土器川
重信川
肱川

物部川
仁淀川
渡川

遠賀川
山国川
筑後川
矢部川
松浦川
六角川
嘉瀬川
本明川
菊池川
白川
緑川

球磨川
大分川
大野川
番匠川

五ヶ瀬川
小丸川
大淀川
川内川
肝属川

中国

四国

九州

近畿

地整 水系名 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

天塩川
渚滑川
湧別川
常呂川
網走川
留萌川
石狩川
尻別川

後志利別川
鵡川

沙流川
釧路川
十勝川
岩木川
高瀬川
馬淵川
北上川
鳴瀬川
名取川

阿武隈川
米代川
雄物川
子吉川
最上川
赤川

久慈川
那珂川
利根川
荒川

多摩川
鶴見川
相模川
富士川
荒川

阿賀野川
信濃川
関川
姫川

黒部川
常願寺川
神通川
庄川

小矢部川
手取川
梯川

狩野川
安倍川
大井川
菊川

天竜川
豊川

矢作川
庄内川
木曽川
鈴鹿川
雲出川
櫛田川
宮川

北陸

中部

北海道

東北

関東


